
【主な見直し】

関連施策等との連携によりめざす良好な景観づくり
関連施策との連携強化：庁内における他分野の施策と連携
○関連施策との連携による景観づくり ○観光振興につながる景観づくり
○景観資源の維持・保全・再生等 ○北海道公共事業景観形成指針に沿って推進する良好な景観づくり

一体性と連続性のある広域景観づくり
広域レベルの景観：市町村の区域を越える範囲を対象とする景観
○景観法に基づく行為の届出制度の活用 ○広域景観形成推進地域の指定を促進

地域固有の多様な景観づくり
都市レベルの景観：市町村の区域を対象とする景観
○多様な景観づくりの機運の醸成 ○景観づくりのネットワークを形成 ○多様な景観づくりの取組を支援

道民との協働によりめざす良好な景観づくり
地区レベルの景観：単一又は複数の町内会・自治会で構成した区域を対象とする景観
○地域の身近な景観づくりの取組を支援 ○協働の体制づくり ○景観づくりを担う人材の育成

【基本方針１】
【基本方針２～４】

・平成３０年１１月～１２月 素案のパブリックコメント
・平成３１年１月 第４６回北海道景観審議会（審議）
・平成３１年２月 建設委員会
・平成３１年３月 策定（予定）

　関係部局の連携を密にし、景観を
キーワードに地域再生、持続的な地域
づくりにむけて全庁的に取り組む。

　施策の展開を着実に実施するため、
基本方針ごとの進め方を示す。

・毎年、関連施策との連携及び実施内
容を取りまとめて、進捗状況を確認
・北海道景観審議会に報告し、意見等
をいただきながら、取組に反映

 今後のスケジュール

 はじめに

 見直しの概要

関係部局（施策）と連携し、景観に関する情報発信を積極的に行い、景観への意識を高める。
景観の広がりを意識し、景観づくりの「主体」と「施策区分」を明確にして、連携・協働の強化を図る。

 第4章　ビジョンの推進

関係部局との連携 施策の進め方 施策の推進管理

 第3章　基本方針と施策の展開方法

基本方針１

○食のブランド･北海道につながる景観づくり

基本方針２

基本方針３

基本方針４

北　海　道 市　町　村 道民・事業者・来道者等

　　　　・北海道らしい景観づくり
　　　　  基盤づくり・調整・支援

　　　　・地域のニーズに応じた
　　　　  施策を推進

　・暮らしの中での景観づくりを実践

　・生産・事業の価値を高める景観
　 づくりを実践

　・地域の魅力発見、参加、協力

 第1章　良好な景観の形成のための視点

「地域らしさ」の視点 「協働」の視点 「継続」の視点

各主体に期待される役割

地域の個性を認め、大切にする みんなの力を大きな力へ 持続可能な地域づくりの礎

 第2章　めざす姿

～めざす姿～「美しい景観のくに、北海道」
たくさんの良好な景観が北海道全体にあふれ、共鳴し合って光り輝き、時を経て成熟する

めざす姿の実現に向けた基本姿勢
（地域に関わる多様な主体が協働し、取り組んでいく際に必要な基本姿勢）

○地域らしさを尊重し、活かしていきます ○みんなが知恵や力を出し合います ○日々のたゆみない積み重ねを大切にします

北海道景観形成ビジョンの見直しについて（概要）

　北海道では、平成21(2009年)年3月に策定した「北海道景観形成ビジョン」（計画期間：平成20(2008年)年～平成29(2017年)年度）に基づ
き、良好な景観の形成に取り組んできたが、10年間における社会経済情勢の変化などによる新たな課題に対応し、一層効果的な施策の
推進を図るため、「北海道景観形成ビジョン」（計画期間：平成30(2018年)年～平成39(2027年)年度）を見直しする。

　景観の価値への「気づき」、「守り」、「育て」、そして「整える」ことを促して景観への関心を高め、道・市町村・道民等の協働・連携をより一
層促進させるため、基本方針を見直します。

【４つの基本方針】

・関連部局（施策）との連携

・景観づくりの「主体」と施策区分を明確

【５つの基本方針】

・めざす姿を実現するために設定した

５つの基本方針

連携と協働の強化
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【重点的な取組】

 【関連施策等との連携強化
　　：庁内における他分野の施策と連携】

・関連施策との連携による景観づくり

(1)社会経済情勢の変化と課題 ・観光振興につながる景観づくり

・来道観光客の増加　

・景観資源の維持・保全・再生等

・空き家、空き店舗等の増加

・農業・水産業の国際競争力の強化

【継続的な取組】
など など

(2)現行ビジョンの基本方針 (3)社会経済情勢も踏まえた新たな課題  【広域レベルの景観

　 ：市町村の区域を越える範囲を対象とする景観】

一体性と連続性のある広域景観
づくり

・広域景観づくりの意識の共有

・広域景観づくりに向けた体制 づくり

・広域景観づくりの推進

協働により多様な景観をつくる
・多様な景観づくりの機運の醸成 【継続的な取組】
・協働の体制づくり

・多様な景観づくりの取組への支援

 【都市レベルの景観

戦略的な活用を図るための景観 　　：市町村の区域を対象とする景観】

づくり ・多様な景観づくりの機運の醸成
・景観づくりのネットワークを形成
・多様な景観づくりの取組を支援

【継続的な取組】

地域の総合的な質を高めるため
の景観づくり  【地区レベルの景観

・景観資源を維持・保全・再生等 　：単一又は複数の町内会・自治会で

・制度を活用した景観づくり 構成した区域を対象とする景観】

　　（道民・事業・来訪者等）

景観づくりを支える人づくり
・景観づくりの普及啓発

・景観づくりを担う人材の育成 ・協働の体制づくり
・景観づくりのネットワークの形成 ・景観づくりを担う人材の育成

北海道景観形成ビジョンの見直しについて（概要）

１　施策の方向性について

　庁内の関連部局にて施策の連携を強化し、「景観」に関する支援・普及啓発・情報発信を市町村や道民等に積
極的に行うことにより、地域における景観の価値への「気づき」、「守り」、「育て」、そして「整える」ことを促して関心
を高め、協働・連携を促進させ、北海道の良好な景観形成を目指します。

【重点的な取組】
　関係部局（施策）と連携し、景観に関する情報発信を積極的に行い、景観への意
　識を高める。

【継続的な取組】
　景観の広がりを意識し、景観づくりの「主体」と「施策区分」を明確にして、連携・協
　働の強化を図る。

２　新たな基本方針について 新たな基本方針（案）

　見直しの趣旨
基本方針１

　北海道では、平成21(2009年)年3月に策定した「北海道景観形成ビジョ
ン」（計画期間：平成20(2008年)年～平成29(2017年)年度）に基づき、良
好な景観の形成に取り組んできましたが、10年間における「社会経済情
勢の変化」や「現行ビジョンの取組状況」をもとに評価して課題を抽出し
て対応していくことで、一層効果的な施策の推進を図る。

関連施策等との連携によりめざす
　　　　　　　　　　　　良好な景観づくり

基本方針１ 課　　　　題

社会経済情勢の変化 課　　　　題 ・食のブランド･北海道につながる景観
 づくり・観光振興と景観との連携強化

・人口減少問題や少子高齢化の
　進行

・景観保全に係る担い手の不足
　解消 ・北海道公共事業景観形成指針に沿

 って推進する良好な景観づくり・まちなみ景観などの改善

・農村・漁村などの景観づくりや
　担い手の育成

・海外資本等によるリゾート開発な
　どの増大 ・有効な規制手段の検討 基本方針２

一体性と連続性のある広域景観づくり

・景観法に基づく行為の届出制度の
 活用新たな広域景観形成推進地

域の指定等が促進できていな
いため、取組の強化が必要

・広域景観形成推進地域の指定の
 促進

基本方針２ 景観資源等の情報発信、景
観整備機構等の設置、市町
村への景観づくり支援など成
果をあげたが、今後も継続し
ていくことが必要

基本方針３

地域固有の多様な景観づくり

基本方針５
地域における景観の価値へ
の｢気づき｣を促し、協働・連携
を促進するため、関連施策と
の連携強化が必要

・地域の身近な景観づくりの取組を支
 援

基本方針３

・「エコアイランド北海道」につながる
 景観づくり

・「食のブランド・北海道」につながる
 景観づくり

・「感動のくに・北海道」につながる景
 観づくり 基本方針４

社会経済情勢の変化に伴
い、関連施策との連携強化が
必要

基本方針４ 道民との協働によりめざす
　　　　　　　　　　　　　良好な景観づくり



北海道景観形成ビジョンの見直しについて（概要）

ビ ジ ョ ン 見 直 し の 視 点

継 続 的 な 取 組重 点 的 な 取 組

北海道の景観特性、景観の広がり・大きさ

広域レベルの景観 都市レベルの景観 地区レベルの景観

一体性と連続性

のある

広域景観づくり

地域固有の

多様な景観づくり

道民との協働

によりめざす

良好な景観づくり

基本方針２ 基本方針４基本方針３

関連施策等との

連携によりめざす

良好な景観づくり

基本方針１

基本方針に基づく施策の展開方向

協働 協働

連携

美しい景観のくに、北海道

庁内連携の強化

↓

関連施策との連携強化

新たなビジョンの基本方針（案）

道民･事業者･来訪者 等

・自らが主体となった景

観づくりの推進

北 海 道
・関連施策等との連携に

よる良好な景観づくり

の推進

・広域的な視点による景

観形成への促進

国 連携

北海道における分野間の連携の強化

（支援・普及啓発・情報発信）

↓

主体間の連携・協働が推進

景 観 行 政 の 流 れ

現行ビジョン H20（2008）～H29（2017）に基づくこれまでの取組

現 行 ビ ジ ョ ン の 成 果

自 己 診 断 自 己 評 価

社会経済情勢の変化 課 題

めざす姿 ～ 美しい景観のくに、北海道 ～

広域景観形成地域

・広域的な視点による景観

づくりの推進

・地域性を活かした景観

づくりの推進

市 町 村
支援
・

普及啓発
・

情報発信
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